
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＨＩＫＡＲＩチャンネル 【中小企業の働き方改革応援チャンネル】 Vol.26 

YouTube チャンネルの 

       ＱＲコードはコチラです⇒ 

 Since 2019.8.30 

 
 

★チャンネル登録よろしくお願いします！★ 

チャンネル登録とは？  いわば SNSでいう「いいね！」みたいな意味です。 

Twitterでいえば「フォロー」、ブログなんかでは「読者登録」にあたります。 

どうしてチャンネル登録を勧めるの？ 

世界中の何億の人々が利用している YouTubeの中から、ＨＩＫＡＲＩチャンネルの動画を探すという 

面倒な手間を省き、不定期更新のＨＩＫＡＲＩチャンネルの動画を見るためにお勧めするものです。 

YouTubeのチャンネル登録はＧｏｏｇｌｅアカウントにログインすると簡単に出来ます！！ 

社労士事務所ＨＩＫＡＲＩが、中小企業の顧問先から日々ご相談される素朴な内容を、 

（１）わかりやすく、（２）具体的に説明していく目的でオープンしました 

【中小企業の働き方改革を応援するチャンネル】です。 

求人、採用面接、残業、社会保険、給料、労災など、中小企業を取り巻く様々な 

労務問題プラス助成金を取り上げていきますので、よろしくお願いいたします。 

チャンネル登録は 

無料 

です！！ 

 

 

今月のお勧め動画を紹介します！ 

 職場のパワーハラスメント自主点検票１０項目  

です！！ 

【裏面】も見てね！！！ 

 

 今月のお勧め動画 

今月のお勧め動画は 

「 職場のパワーハラスメント自主点検票１０項目（東京労働局編） 」です。 

令和４年４月１日から中小企業を含む全ての企業で、職場のパワーハラスメントに対応することが義務化

されます。（あと５ヵ月チョットですよ！） 

 そこで、どのような点に注意すればよいのか？との疑問に答えるような「自主点検票」が東京労働局から

公表されましたので、その自主点検票を周知・拡散する意図で動画を作成しました。 

 特に、会社の社長や経営者の方が自主点検を行う場合は、単に、出来ている、出来ていない、という確認

だけではなく、例えば自主点検④の相談窓口担当者が相談を受けた際に戸惑わないように『相談対応の手順

書等の作成や研修』を具体的にどうすればいいのか？という視点でご視聴下さることを推奨しております。 

 対応の方法は各社によって異なってくると思いますが、自社の状況に応じて、職場のパワーハラスメント

への対応（措置義務）を行ってまいりましょう。 
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は
、

「
末
永
く
視
聴
頂
け
る
労
務
テ
ー
マ
を
」
を 

モ
ッ
ト
ー
と
し
て
お
り
ま
す
。 

  

過
去
に
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
シ
リ
ー
ズ
を
制
作
・

公
開
し
て
お
り
ま
す
が
、
今
で
も
そ
の
内
容
は

十
分
対
応
で
き
る
も
の
と
自
負
し
て
お
り
ま

す
。（
パ
ワ
ハ
ラ
防
止
法
改
正
に
伴
っ
て
制
作

し
て
お
り
ま
す
の
で
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た
だ
・
・
・
古
い
動
画
は
、
最
近
の
動
画
の

よ
う
に
編
集
カ
ッ
ト
を
多
用
し
て
お
り
ま
せ

ん
の
で
、
噛
ん
だ
り
、
飛
ん
だ
り
、
さ
ら
に 

え
～
、
あ
～
等
を
カ
ッ
ト
し
て
お
り
ま
せ
ん
の

で
、
お
見
苦
し
い
点
も
多
い
で
す
が
、
チ
ャ
ン

ネ
ル
の
成
長
だ
と
思
っ
て
暖
か
い
目
で
ご
視

聴
頂
く
と
、
大
変
有
難
い
で
す
。（
言
い
訳
が

多
い
で
す
ね
、
笑
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急
に
冷
え
込
ん
で
き
ま
し
た
の
で
、
カ
ゼ
な

ど
ひ
か
れ
れ
ぬ
よ
う
、
ウ
ガ
イ
、
手
洗
い
な
ど

に
注
意
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。（
コ
ロ
ナ
対
策

に
も
な
り
ま
す
し
ね
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そ
れ
で
は
、
今
月
は
こ
の
辺
で
！ 

（
Ｋ
） 

 

 

オリジナルはこちらになります。 

東京労働局さんも YouTubeチャンネルを開設し 

本気度を感じます。詳しくは、こちらの動画も 

ご視聴下さい！（全４３分です） 

 

動
画
内
で
紹
介
し
て
い
る
こ
れ
ら
の
過
去
動
画
も 

参
考
に
な
り
ま
す
の
で
是
非
ご
視
聴
下
さ
い
！ 


